
■自動車税・軽自動車税が減免される障害者の障害程度

家族等の運転本人の運転

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

上肢不自由

下肢不自由

音声機能障害

精神障害
知的障害

体幹機能障害

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害

障害の程度
区　　　　　　分

身体障害者
戦傷病者
身体障害者
戦傷病者
身体障害者
戦傷病者
身体障害者
戦傷病者

身体障害者
戦傷病者
身体障害者
戦傷病者
療育手帳
保健福祉手帳

身体障害者

身体障害者

身体障害者

戦傷病者

戦傷病者

特別～２項症（無喉頭）

上肢機能
移動機能

乳幼児以前の非進行性脳
病変による運動機能障害

１～４級
特別～４項症
２・３級

１・２級

１・２級

１～６級 １～３級

１～６級 １～３級
１～３級

Ａ級
１級

特別～３項症
３級（無喉頭）

１～３級

特別～６項症

特別～６項症 特別～４項症

１～３款症

１～３款症

１～３級、５級

特別～３項症

３級
特別～４項症

特別～４項症

特別～３項症

　

平
成
23
年
度
は
、
固
定
資
産
税

の
価
格
を
据
え
置
く
最
終
年
度
に

当
た
る
た
め
、
土
地
・
家
屋
の
評

価
替
え
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
①
新
た
に
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
っ
た
家
屋
②
土
地
の

地
目
変
更
、
家
屋
の
増
改
築
な
ど

に
よ
っ
て
基
準
年
度
（
平
成
21
年

度
）
の
価
格
に
よ
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
土
地
・
家
屋
―
に
つ
い
て

は
、
新
た
に
評
価
を
行
い
、
価
格

の
決
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
閲
覧
・
縦
覧
期
間

　

４
月
１
日
㈮
～
５
月
２
日
㈪

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
、
賃
借
権
・
そ
の

他
の
利
用
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利
者
が
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

閲
覧
期
間
以
外
は
、
閲
覧
手
数

料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
土
地
・
家
屋
価
格
等
の
縦
覧

　

納
税
者
が
、
本
人
の
所
有
す
る

土
地
や
家
屋
の
価
格
と
周
辺
の
土

地
や
家
屋
の
価
格
を
比
較
し
、
価

格
の
適
正
さ
を
判
断
で
き
る
制
度

で
す
。
価
格
の
比
較
と
い
う
目
的

以
外
で
の
縦
覧
は
、
お
断
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

縦
覧
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、

地
積
、
価
格

○
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種

類
、
構
造
、
建
築
年
次
、
床
面
積
、

価
格

■
閲
覧
・
縦
覧
で
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
本
人
確
認
の
た
め
の
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど

■
閲
覧
・
縦
覧
場
所
、
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
資
産
税
課

　

資
産
税
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－
１
３
２
５

○
各
総
合
支
所

　

税
務
課
税
務
係
（
東
予
）

　

総
務
課
税
務
係（
丹
原･
小
松
）

　

４
月
１
日
よ
り
工
場
立
地
法
等

に
基
づ
く
特
定
工
場
の
新
設
の
届

出
受
理
な
ど
に
か
か
わ
る
事
務
が

愛
媛
県
か
ら
西
条
市
へ
権
限
移
譲

さ
れ
ま
し
た
。

　

特
定
工
場
の
新
設
の
届
出
等
は

市
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
４
月
１
日
か
ら
の
提
出
先

　

市
庁
舎
本
館
商
工
労
政
課

　

中
小
企
業
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
２
０

　　

障
害
の
あ
る
方
の
社
会
参
加
を

積
極
的
に
支
援
す
る
た
め
、
自
動

車
税
、
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
行

い
ま
す
。
申
請
期
限
後
は
受
付
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
早
め
に
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　

■
対
象
と
な
る
車

　

４
月
１
日
現
在
で
障
害
者
が
所

有
す
る
自
動
車
、
二
輪
車
、
軽
自

動
車
（
１
人
に
つ
き
１
台
）

※
障
害
者
が
18
歳
未
満
、
知
的
ま

　

た
は
精
神
障
害
者
の
場
合
は
、

　

そ
の
方
と
生
計
を
一
に
す
る
方

　

が
所
有
す
る
車
を
含
み
ま
す
。

※
障
害
者
用
に
改
造
し
た
車
輌
も

　

減
免
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

　

り
ま
す
。
詳
し
く
は
担
当
課
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
使
用
目
的

①
障
害
者
本
人
が
運
転
す
る
車

　

目
的
は
特
に
問
い
ま
せ
ん
。

②
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
方

　

が
運
転
す
る
車

　

申
請
日
現
在
に
お
い
て
障
害
者

の
通
学
、
通
院
、
通
所
、
生
業
の

た
め
に
車
を
使
用
し
、
か
つ
今
後

１
年
以
上
の
間
、
月
４
回
以
上
使

用
が
見
込
ま
れ
る
場
合
。　
　
　

③
障
害
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

　

帯
の
方
を
常
時
介
護
し
て
い
る

　

方
が
運
転
す
る
車

　

申
請
日
現
在
に
お
い
て
障
害
者

の
た
め
に
車
を
使
用
し
、
か
つ
今

後
１
年
以
上
の
間
、
週
3
回
以
上

の
使
用
が
見
込
ま
れ
る
場
合
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
納
税
通
知
書
、
身
体
障

害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
）、
運
転
免
許
証
、
車
検
証

※
本
人
以
外
が
運
転
す
る
場
合
は

　

ほ
か
に
書
類
が
必
要
で
す
。

■
申
請
期
間

○
自
動
車
税　

５
月
24
日
㈫
ま
で

○
軽
自
動
車
税　

納
税
通
知
書
受

　

領
後
か
ら
5
月
24
日
㈫
ま
で

※
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は

　

５
月
上
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

■
自
動
車
税
の
申
請
先

　

東
予
地
方
局
課
税
課

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

１
３
０
０

■
軽
自
動
車
税
の
申
請
先

○
市
庁
舎
本
館
市
民
税
課

　

市
民
税
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
１
７

○
各
総
合
支
所

　

税
務
課
税
務
係
（
東
予
）

　

総
務
課
税
務
係
（
丹
原･

小
松
）

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
の
縦
覧

工
場
立
地
法
の
届
出
先
が
変
わ

り
ま
す

障
害
者
等
の
自
動
車
税
、
軽
自

動
車
税
を
減
免
し
ま
す
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